
 

 

 
 
 
 
 

第７４回 新居浜市都市計画審議会 

議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日    時 令和５年１２月４日（月）１４時から１４時５０分まで 

場    所 新居浜市役所 消防防災合同庁舎 ５階 災害対策室 
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ただ今から、第７４回新居浜市都市計画審議会を開催いたしま

す。当審議会の事務局を担当いたします、都市計画課の高橋でござ

います。よろしくお願いいたします。着座にて失礼いたします 

委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席いただきまして、誠に

ありがとうございます。 

また、一部の委員さんに変更があり、本来でしたら、お一人お一

人に委嘱状をお渡しすべきところでございますが、時間の関係で既

に机上に配付させていただいておりますので、ご確認をいただきた

いと思います。 

それでは、お手元の委員名簿に従いまして、本日ご出席頂いてお

ります委員さんをご紹介させていただきます。 

新居浜市土地改良協議会 会長 髙橋征三（たかはし せいぞ

う）委員さんでございます。 

新居浜工業高等専門学校 校長 鈴木康司（すずき こうじ）委

員さんでございます。 

新居浜商工会議所 副会頭 白石誠一（しらいし せいいち）委

員さんでございます。 

新居浜市農業委員会 会長 藤田幸正（ふじた ゆきまさ）委員

さんでございます。 

愛媛県建築士会新居浜支部 支部長 宮﨑秀俊（みやざき ひで

とし）委員さんでございます。 

新居浜市議会議員 伊藤 謙司（いとう けんじ）委員さんでご

ざいます。 

新居浜市議会議員 高塚 広義（たかつか ひろよし）委員さん

でございます。 

新居浜市議会議員 合田 晋一郎（ごうだ しんいちろう）委員

さんでございます。 

新居浜市議会議員 渡辺 高博（わたなべ たかひろ）委員さん

でございます。 

国土交通省四国地方整備局 松山河川国道事務所長 菊池 志

郎（きくち しろう）委員さんの代理として、計画課課長 森倉 遼
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太（もりくら りょうた）委員さんでございます。 

愛媛県東予地方局建設部長 近藤 孝利（こんどう たかとし）

委員さんでございます。 

新居浜市連合自治会 会長 坂上公三（さかうえ こうぞう）委

員さんでございます。 

新居浜市女性連合協議会 総務 頼木煕子（よりき ひろこ）委

員さんでございます。 

市民公募委員 徳久晴彦（とくひさ はるひこ）委員さんでござ

います。 

仙波 憲一委員さんにございましては、ただいま少し遅れており

ます。 

ご紹介は以上でございます。委員の皆様、よろしくお願いいたし

ます。 

なお、本日、審議会委員１４名の御出席をいただき、半数以上の

出席がございますので、「新居浜市都市計画審議会条例第６条第２

項」の規定により、本会議が成立いたしますことをご報告いたしま

す。 

また、この審議会は本市の審議会等の公開に関する要綱に基づき

まして、議事録を公開とするということが求められております。 

委員会終了後に、市のホームページで会議の内容を公開すること

を予定しておりますので、御理解をいただきますようお願いいたし

ます。 

また、本日の審議会の終了時刻は、１５時頃を予定しております

ので、進行等にご協力をよろしくお願いいたします。 

それでは会議に入ります前に、資料の確認をさせていただきま

す。 

事前に送付させていただきました資料としまして、Ａ４一枚もの

で「次第」、「委員名簿」、とＡ４ホッチキス留めの「議案書」の３点、

そして本日配布させていただきました、「配席表」、「住民周知と意

見要旨一覧」、「新居浜市都市計画審議会条例及び施行規則」がござ

います。ご不足はありませんでしょうか。 
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それでは、審議会開催にあたりまして、石川市長がご挨拶申し上

げます。 

皆さん改めましてこんにちは。第７４回新居浜市都市計画審議会

の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。委員の皆さんに

は、大変お忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうございます。ま

た、平素より、市政全般、とりわけ都市計画行政の円滑な推進に多

大なるご理解とご協力を賜っておりますこと、この場をお借りいた

しまして厚く御礼を申し上げます。 

さて、人口減少や超高齢化社会或いは国内外で多発する未曾有

の激甚災害などに対応するため、将来にわたって対応可能なまち

づくりへの取り組みは不可欠となってきております。このような

中、本日は新居浜市阿島にございます「新居浜市衛生センターの

都市計画決定の廃止」と公共下水道の区域の見直しに伴います

「都市計画下水道の変更」についてご審議をいただきたいと考え

ております。 

これからの持続可能なまちづくりにつなげる計画につきまし

て、見直しし決定する案件でございますので、委員の皆様方にお

かれましては、忌憚のないご意見をいただきますとともに、本市

の都市計画行政の円滑な推進に向け、より一層のご理解、ご協力

をお願い申し上げまして、簡単でございますが、私からの挨拶と

させていただきます。本日はどうかよろしくお願いいたします。 
ありがとうございました。次に、新居浜市都市計画審議会条例第

２条の規定により、市長より審議会への諮問がございます。石川市

長、鈴木会長、よろしくお願いいたします。 

【諮問】（市長から会長へ諮問文書を渡す） 

新居浜市都市計画審議会条例第 2 条の規定により、次のとおり諮

問いたします。 

議案第１４７号 新居浜都市計画汚物処理場の変更案について 

議案第１４８号 新居浜都市計画下水道の変更案について 

よろしくお願い致します。 

ありがとうございました。誠に申し訳ございませんが、石川市長

には公務の為、ここで退席させていただきますので、ご了承いただ

きたいと思います。 

【石川市長 退席】 
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それでは、新居浜市都市計画審議会条例第５条第３項の規定によ

り、会議の議長は会長が務める事となっております。 

鈴木会長、よろしくお願いいたします。 

はい。それでは、次第にそって議事進行をさせていただきます。 

はじめに審議会に先立ちまして、新居浜市都市計画審議会施行規

則第７条に基づき、私の方から本日の会議の議事録に署名をいただ

く方を指名させていただきます。 

 宮﨑秀俊（みやざき ひでとし）委員様、頼木煕子（よりき ひ

ろこ）委員様にお願いいたします。よろしいでしょうか。 

【署名人 了承】  

ありがとうございます。では、どうぞよろしくお願いします。 

それでは、新居浜市から諮問を受けております２議案につきまし

て、委員の皆様に、ご意見、ご審議をいただきたいと思います、 

なお、議案１４７号新居浜市都市計画汚物処理場の変更案、議案

第１４８号新居浜都市計画下水道の変更案の２議案につきまして

は、事務局からの一括した説明の後、審議させていただきます。 

それでは事務局から説明をお願いいたします 

はい。それでは、早速、議案第１４７号都市計画汚物処理場の廃

止についてご説明させていただきます。 

説明は都市計画課調査計画係の村上がさせていただきます。よろ

しくお願い致します。 

議案第１４７号－１をお開きください。今回上程させていただく

議案としましては、都市計画汚物処理場を廃止するという内容とな

ります。 

新居浜市汚物処理場、処理場名（新居浜市衛生センター）は阿島

二丁目に位置しており、面積が９，５００㎡で、1 日当たり１４０

㎘のし尿処理能力を有しておりました。 

新居浜市衛生センターは新居浜市のし尿処理を行ってきた施設

ですが、施設更新から約３０年が経過し、施設の老朽化が著しいこ

とから、より経済的かつ有効な処理手法を検討し、新居浜市下水処

理場での共同処理を開始しました。 
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今回の変更は新居浜市衛生センターが令和４年３月３１日をも

ってし尿の受け入れを中止し、施設を閉鎖したことから都市計画上

の都市施設としての制限を廃止しようとするものとなっておりま

す。 

議案第１４７号－２をお開きください。議案第１４７号－２で新

居浜市衛生センターの位置をお示ししております。黄色着色部が衛

生センターの位置となっております。 

議案第１４７号－３をお開きください。こちらは衛生センターの

位置の詳細となります。 

新居浜市衛生センターは新居浜市阿島二丁目に位置しており、市

内全域のし尿及び浄化槽汚泥の処理を行ってきた汚物処理施設で

す。 

昭和４８年に東予広域都市汚物処理場（新居浜市浄化園）として

稼働を開始し、平成元年の新居浜市機構改革により、新居浜市浄化

園から現在の新居浜市衛生センターに名称変更されました。また、

昭和６２年度からスクラップ＆ビルド工法により、３か年継続事業

で施設の更新が行われました。平成２１年には東予広域都市計画区

域が新居浜都市計画区域と西条都市計画区域に分割されたことに

伴い、東予広域都市計画汚物処理場から現在の新居浜市都市計画汚

物処理場へ変更されました。 

つづきまして、新居浜市衛生センターが閉鎖されるまでの経緯に

ついてご説明させていただきます。 

新居浜市衛生センターは平成元年に施設更新をしてから３０年

以上が経過し、老朽化による施設更新に莫大な費用が必要でした。 

また、公共下水道の普及に伴い、し尿・浄化槽汚泥の発生量が経

年的に減少したことや、汚物処理原価の上昇等が問題となっていま

した。これらを踏まえ、検討を行った結果、新居浜市下水処理場内

にし尿・浄化槽汚泥の受入施設を建設し、新居浜市下水処理場の汚

泥処理系へ投入する共同処理が、経済性、維持管理性、処理水質及

び汚泥処理への影響で最も有利であるとの結論となりました。 

この共同処理が令和４年４月１日から本格運用を開始し、それに
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伴い、令和４年３月３１日をもって新居浜市衛生センターは閉鎖す

ることとなりました。 

現在、新居浜市衛生センターは閉鎖されておりますが、こちらの

黄色で着色をしている区域につきましては、汚物処理場の用途に供

する建築物の敷地の位置としての土地利用を図るために都市計画

上の規制がかかっている状態となっております。 

そこで、都市計画汚物処理場としての制限を外すことで、周辺と

同じ土地利用とするため、今回、都市計画汚物処理場の廃止手続き

を行うものです。ご審議をお願い致します。これで議題第１４７号

の上程を終わります。 

引き続き、議案第１４８号の上程に移らせていただきたいと思い

ます。 

それでは、議案第１４８号都市計画下水道の変更案について下水

道課檜垣からご説明いたします。 

議案第１４８号－１をお開きください。今回の変更案につきまし

ては、「２．排水区域」と、「３．下水管渠」のうち川西汚水幹線の

変更を行うことと、「３．下水管渠」のうち庄内汚水幹線及び、川東

汚水幹線を廃止するものでございます。 

議案書２枚目をお開きください。排水区域変更の理由となってお

ります。これまでは、用途地域における整備を優先して進めつつ、

市街地動向を見据えながら、段階的に配水区域を拡張してきました

が、今後は、上位計画であります、都市計画マスタープランに掲げ

るコンパクトなまちづくりを推進する方針と整合を図り、社会情勢

や整備における時間軸などを考慮し、優先度の高い区域を限定して

整備を進めていく必要がございます。今回の変更箇所であります新

居浜駅南地区は立地的適正化計画において、居住誘導区域に位置付

けられており、都市拠点としての整備を推進する地区でございま

す。 

美しが丘地区につきましては、居住誘導区域に隣接し、すでに公

共下水道に接続された大規模な住宅地や商業施設で構成される良

好な開発区域であり、施設の適切な維持管理を行うこととしており
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ます。以上の理由によりこの２地区の３８ｈａを追加し、排水区域

を２，５７６ｈａに変更するものでございます。 

議案書の３枚目をお開きください。赤色で表示しております排水

区域に追加する地区につきましては、先ほど変更理由でご説明しま

した、新居浜駅南地区と美しが丘地区になります。黄色で表示して

おります箇所が、廃止する下水管渠を示しております。 

議案書４枚目をお開きください。新居浜駅南地区と美しが丘地区

の詳細を載せております。 

まず１番目の排水区域に追加する地区の選定理由につきまして

ご説明いたします。こちらの図面が現在の排水区域に、立地適正化

計画で定めております、居住誘導区域を重ねたものになります。居

住誘導区域の内、現在の排水区域から外れている新居浜駅南地区を

追加し、本市のまちづくりの方針と整合を図ることといたしまし

た。 

また、美しが丘地区につきましては、居住誘導区域に隣接した、既

に下水道が整備された開発区域で、将来的には市が維持管理を行い

ますことから、区域に追加することとしております。これら２地区

を追加しまして、紫色で示しました、２，５７６ｈａに変更するも

のでございます。 

新居浜駅南地区の詳細な位置を示した航空写真になります。坂井

町三丁目で、市道駅裏角野線から、県道国領高木線までの間に挟ま

れた地区でございます。 

美しが丘地区の詳細な位置を示したものでございます。 

東田三丁目の一部で、航空写真にありますとおり、大規模な住宅地

や、商用施設で構成される開発区域でございます。追加する排水区

域の説明は以上となります。 

続きまして、下水管渠の変更につきましてご説明致します。図面

の緑色の区域が、令和３年度以前の全体計画区域を示しておりま

す。全体計画区域とは、将来的に下水道の整備を行う区域であり、

大島や別子山地区を除く、旧新居浜市のほぼ全域を区域に定めてお

りました。また、汚水幹線につきましては、この全体計画区域を対
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象に計画しているもので、全体計画の中で配管ルートや口径につい

て定めております。都市計画下水道における下水管渠につきまして

は、都市計画手続きの簡素化のため下水排除面積が１，０００ｈａ

以上の、比較的規模の大きい管渠のみを定めることとなっておりま

す。 

例えば、川西汚水幹線であれば、こちらの下水処理場から大生院

までの延長がありますが、都市計画におきましては排除面積が１， 

０００ｈａ以上となります赤色の部分のみを定めておりました。庄

内汚水幹線もこちらです。川東汚水幹線も同じように、１，０００

ｈａ以上の区域のみを定めることとしております。 

こちらが変更案を示したものになります。昨年度行いました全体

計画区域の見直しによりまして、令和３年度以前の緑色の区域から

紫色の区域まで全体計画区域を縮小いたしました。区域を縮小した

ことにより、黄色で示しています部分の幹線が、１，０００ｈａよ

り小さくなった管渠でございます。川西汚水幹線につきましては、

こちらの一部分を残して、残りのこちらの黄色の部分がすべて１，

０００ｈａ以下となりますことから削除して廃止することと致し

ます。 

以上が、下水管渠の変更内容でございます。 

都市計画下水道の変更にかかる、議題第１４８号の上程は以上で

ございます。 

はい。続きまして、住民周知と意見要旨についてご説明差し上げ

ます。本日お配りしました参考資料Ａ４の紙１枚となります。こち

らに結果を示しております。 

議案第１４７号新居浜都市計画汚物処理場の変更案についてと

１４８号新居浜都市計画下水道の変更案についてでございますが、

都市計画の決定及び変更する際には、原案を作成した後、市民の皆

様住民の皆様の意見を反映した形で、案を作成することとなってお

ります。汚物処理場の変更案につきましては、令和５年８月３１日

に、多喜浜公民館にて、説明及び意見陳述会を開催させていただき

まして、出席者数は３名となっております。議案１４８号新居浜都
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市計画下水道の変更案につきましては、令和５年９月１３日に泉川

公民館にて説明及び意見陳述会を開催させていただきまして、出席

者数は２名となっております。またそれらのご意見を反映した形で

案を作成いたしまして、案の縦覧につきましては先月、１１月６日

から１７日の間行いまして、縦覧者数はそれぞれ１名ずつとなって

おります。その際に、ご意見等はございませんでしたことを報告さ

せていただきます。 

続きまして都市計画の決定手続きについてご説明させていただ

きます。先ほどの説明にもありました、説明及び意見陳述会につい

てそれぞれ汚物処理場につきましては８月３１日多喜浜公民館、下

水道につきましては９月１３日、泉川公民館にて開催をさせていた

だきました。 

それらの意見を反映した形で都市計画の案を作成し、愛媛県と協

議を行いました。その後、協議が整いましたので、縦覧を１１月６

日から１７日の間に実施し、それらの案をもちまして、都市計画審

議会を開催させていただいております。 

本日、審議会でご審議いただきまして整いましたあと、愛媛県知

事との協議を整えまして、都市計画決定の告示というようなスケジ

ュールとなっております。 

予定では、令和６年１月上旬頃の予定を考えております。この告

示が終えますと、汚物処理場については都市計画決定の制限が撤廃

され、下水道につきましては区域が新たな区域となって、都市計画

決定がされるということでございます。その後につきましては、下

水道につきましては新たな区域のもと、都市計画とは別に、下水道

法による事業計画の手続きというものを経てから下水道の事業が

開始されるということでございます。簡単ではございますが、以上

でございます。 

説明ありがとうございました。ただいま事務局から議案の説明が

ありました、議案第１４７号、議案第１４８号に関しまして、ご質

問、ご意見等がありましたらよろしくお願いいたします。 

伊藤委員お願いします。 
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とりあえず汚物処理の部分なんですけども、衛生センター、今現

状で、施設の方はもう閉鎖ということでなってるんですが、私も最

近ちょっと前を通ることもありましたので、少しお伺いしたいんで

すが、公園施設も確かついていたと思います。あの公園施設自体は

いまちょっと見たら都市公園か何かの施設になってるんですか

ね？それか緑地かなんかの公園？あの公園という施設は残されな

い。全部閉鎖する予定ですか？ 

はい。事務局お願い致します。 

はい。おっしゃられている通りあそこには外見上の公園施設があ

りますが、公園などの施設として残ることはありません。 

はい。お願いします。 

それに関連して、今回の廃止に伴う意見では無いでないんですけ

ども、壊した後の跡地利用は何かありますか。９,５００㎡ありま

すから、ここで発表できないのかどうかわかりませんけど、もしそ

ういうことあれば、せっかくの機会ですので。 

はい。廃棄物対策課石井です。閉鎖後、今現在も閉鎖しておりま

すが、今後の利用計画については、過去に庁内議論をしております

が、現在のところ利用方針としては未定でございます。以上です。 

施設自体の取り扱いについても、とりあえず現状維持としてその

まま残置をして、今後どうするかについては未定でございます。 

以上です。 

石井課長の話について、壊すんですか？壊さないんですか？どち

らですか？ 

はい。解体費につきまして、多額の費用がかかるというところま

ではあるんですけれど、それをいつ解体するのかっていうことにつ

いては、庁内的にまだ決定をしておりません。 

解体をしないのに近隣の土地の利用緩和のような話があったん

ですけれど、今まで処理場だったんで、周りのところは少し、税制

的にも土地利用的にも制限があったと思うんです。それ緩和される

んですよね。だけど、建物が残ったまま周りを緩和っていうのはち

ょっと早いんじゃないかなという気がするんですけど。 
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はい。現状、この黄色で着色する部分につきましては、今、汚物

処理場という用途でしか活用できないような制限がかかっており

まして、その制限を外すだけといいますか、今回、周辺が田園居住

地区という形となっておりますので、そちらと同じ対応となるとい

うことになります。 

はい。ありがとうございました。 

他にご意見、ご質問等あればお願いいたします。 

高塚様お願いします。 

すいませんちょっと 1 点お伺いいたします。議案の第１４８号の

方の下水道の変更案なんですけど、今のこの現状説明であったよう

な美しが丘と新居浜駅南ということになるんですけど。今後そのあ

とについてはもうここでもう一応打ち止めいうことで、合併処理浄

化槽の方を市の方針としてはやっていくということでいいんでし

ょうか？確認のためにお伺い致します。 

ご意見いただいた通りでございまして、昨年度、全体計画区域の

見直しを行ったんですが、その理由としましては、国が下水道の目

標として、令和８年度の早期概成を掲げたことと、それから下水道

の事業経営上の問題おして、人口減少や使用料の減少に伴う収入の

減少や、施設が老朽化したことに伴う改築更新の需要の増大など、

厳しい財政状況や事業計画区域外において合併処理浄化槽が既に

かなりの数で整備されておりまして、公共下水道に対するニーズが

大分少なくなっていることを踏まえまして、緑の区域から紫色の区

域まで、全体計画区域自体を縮小しまして、これ以上は下水を拡張

しないっていう方針で一通りの結論に至りました、ということです

ので、紫色の外側の区域につきましては、ご意見いただいた通り、

合併処理浄化槽による整備を推進していくこととしております。以

上でございます。 

はい。ありがとうございました。他にご質問ご意見等がありまし

たらお願いいたします。他にご意見ございませんでしょうか。 

はい。では概ね意見も出尽くしたようですので、お諮りをいたし

ます。まず、議案第１４７号、新居浜市都市計画汚物処理場の変更
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案につきまして、諮問案の通り了承してよろしいでしょうか。了承

することに賛成の委員の皆様は挙手をお願いいたします。 

はい。ありがとうございました。全会一致によりましてご賛同い

ただけましたので、本議案１４７号につきましては、諮問案の通り

了承することといたします。 

続きまして、議案第１４８号新居浜都市計画下水道の変更案につ

きまして、諮問の通り承認してよろしいでしょうか。承認する方に

賛成の意見の皆様は挙手をお願いいたします。 

はい。ありがとうございました。こちらも全会一致でご賛同いた

だけましたので、議案第１４８号につきまして、諮問案通り承認す

るすることで答申いたします。 

本日の議事は以上になります。皆様ありがとうございました。そ

れでは事務局、よろしくお願いいたします。 

はい。鈴木会長、ありがとうございました。委員の皆様からも貴

重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございます。それで

は今後のスケジュールにつきまして、先ほど説明しましたが再度ご

説明させていただきます。 

本日ご審議いただいた新居浜都市計画汚物処理場の変更案につ

きましては、令和６年１月初旬の都市計画決定の告示を目指して進

めて参ります。新居浜都市計画下水道の変更案につきましては、令

和６年１月初旬の都市計画決定の告示の後、下水道法上の事業計画

の変更手続きを経まして、令和６年度からは新たな計画区域のもと

事業の実施を進めて参ります。さらに本日の議題の案件のほか、令

和６年３月には、現在都市計画の変更手続きを実施しております新

居浜駅南地区の土地利用の変更に関する事項と、新居浜市立地適正

化計画の改定に関する事項について、ご審議、ご意見を頂戴したい

と存じますので、引き続きよろしくお願い致します。事務局からは

以上でございます。 

それではこれをもちまして、第７４回新居浜市都市計画審議会を

終了させていただきます。本日はお忙しい中、誠にありがとうござ

いました。 




